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特別記事

特
別
記
事

サ
ン
ド
ラ
光
江
小
野
里
君

学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

ー
　
サ
ン
ド
ラ
光
江
小
野
里
君
の
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文

「
国
際
法
に
お
け
る
『
人
道
上
の
考
慮
』
の
意
義
－
人
道
的
干
渉
と

内
政
不
干
渉
の
視
点
か
ら
ー
」
は
、
「
内
政
不
干
渉
の
原
則
」
と

「
人
道
的
干
渉
」
の
検
討
を
中
心
に
、
「
人
道
上
の
考
慮
」
（
8
塁
一
阜

①
轟
ユ
○
霧
9
ε
ヨ
き
一
q
）
を
国
際
法
に
潜
在
す
る
一
つ
の
価
値
と

し
て
、
ま
た
、
国
際
法
の
個
別
分
野
に
お
け
る
発
展
の
推
進
力
と
し

て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
内
政
不
干
渉
の
原
則
」
と

は
、
国
家
が
自
由
裁
量
を
有
す
る
事
項
（
内
政
事
項
）
に
対
し
て
、

国
家
が
相
互
に
介
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
原
則
で
あ
り
、
「
人
道
的

干
渉
」
と
は
、
基
本
的
人
権
の
著
し
い
抑
圧
が
行
わ
れ
て
い
る
国
に

対
し
て
、
他
国
が
強
制
的
に
、
時
に
は
武
力
を
用
い
て
干
渉
を
実
行

す
る
こ
と
で
あ
る
。
内
政
不
干
渉
原
則
や
人
道
的
干
渉
な
ど
の
個
別

的
課
題
に
関
す
る
内
外
の
研
究
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
も
の
の
、

そ
れ
を
国
際
法
に
潜
在
す
る
「
人
道
上
の
考
慮
」
と
い
う
視
点
か
ら

総
括
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
画
期
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

〔
本
論
文
の
概
要
〕

本
論
文
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
論
　
　
問
題
提
起

　
第
一
部
国
際
法
に
お
け
る

　
第
一
章

　
第
二
章

　
第
三
章

　
第
四
章

　
第
五
章

第
二
部

　
第
一
章

　
第
二
章

　
第
三
章

　
第
四
章

第
三
部

第
一
章

「
人
道
上
の
考
慮
」
の
影
響

国
際
法
思
想
史

「
人
道
上
の
考
慮
」
と
国
際
人
権
法

国
際
人
道
法

国
際
法
上
の
犯
罪

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
「
人
道
上
の
考
慮
」

国
際
法
に
お
け
る
内
政
不
干
渉
の
原
則
の
発
展

　
内
政
不
干
渉
の
原
則
の
沿
革

　
国
連
に
お
け
る
内
政
不
干
渉
の
原
則

　
内
政
不
干
渉
の
原
則
と
民
主
主
義
の
確
立

　
国
連
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
除
外
の
事
例

国
際
法
に
お
け
る
人
道
的
干
渉
と
「
人
道
上
の
考

慮
」　

国
際
法
に
お
け
る
「
人
道
的
干
渉
」
の
歴
史
的
発

　
展
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第
二
章
　
国
際
法
に
お
け
る
「
人
道
的
干
渉
」

　
　
第
三
章
　
「
人
道
的
干
渉
」
の
事
例

　
　
第
四
章
　
「
人
道
的
救
援
権
」

結
論
と
今
後
の
展
望

2
第
一
部
は
、
「
人
道
上
の
考
慮
」
（
8
参
こ
R
象
δ
霧
9

ど
ヨ
碧
凶
身
）
が
ど
の
よ
う
に
国
際
法
発
展
の
原
動
力
と
し
て
機
能

し
て
き
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
国
際
人
権

法
の
歴
史
的
発
展
と
人
権
法
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
理
論
的
枠
組
、

国
際
人
道
法
、
国
際
刑
事
法
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
・
勧
告
的

意
見
（
具
体
的
に
は
、
コ
ル
フ
海
峡
事
件
（
一
九
四
九
年
）
、
ブ
ル

ガ
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
及
び
ル
ー
マ
ニ
ア
と
締
結
さ
れ
た
平
和
諸
条

約
の
解
釈
（
一
九
五
〇
年
）
、
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
（
一
九
六
六

年
）
、
ニ
カ
ラ
ガ
事
件
（
一
九
八
四
年
）
、
核
兵
器
の
違
法
性
に
関
す

る
勧
告
的
意
見
（
一
九
九
七
年
）
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し

て
い
る
。
国
際
法
の
各
時
代
の
論
者
は
、
人
道
の
配
慮
や
人
間
に
対

す
る
尊
厳
の
必
要
性
を
感
じ
つ
つ
、
そ
の
時
代
に
適
し
た
理
論
を
展

開
し
て
い
っ
た
。
初
期
の
国
際
法
に
お
け
る
「
人
道
上
の
考
慮
」
は

主
に
戦
争
法
規
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
た
が
、
国
際
社
会
・
国
際
法

自
体
の
変
遷
に
伴
っ
て
、
「
人
道
上
の
考
慮
」
は
更
に
戦
争
の
違
法

化
、
や
が
て
は
武
力
行
使
を
制
限
す
る
重
要
な
要
因
と
し
て
働
い
た
。

現
在
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
国
際
人
権
法
、
国
際
人
道
法
と
い
っ
た

分
野
の
発
展
の
原
動
力
、
そ
し
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
一
準
則
又
は

裁
判
準
則
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

3
　
「
国
際
法
に
お
け
る
内
政
不
干
渉
の
原
則
の
発
展
」
と
題
す
る

第
二
部
で
は
、
一
般
国
際
法
に
お
け
る
内
政
不
干
渉
の
原
則
、
国
連

枠
内
に
お
け
る
「
不
干
渉
」
の
原
則
に
関
わ
る
諸
問
題
、
特
に
人
権

と
内
政
事
項
の
範
囲
や
最
近
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
「
民
主

主
義
確
立
の
た
め
の
介
入
」
、
ま
た
ど
の
程
度
の
「
人
権
抑
圧
」
が

国
連
憲
章
第
七
章
が
定
め
る
「
平
和
の
破
壊
又
は
脅
威
」
を
構
成
し

て
い
る
か
と
い
う
観
点
に
着
目
し
て
、
国
連
憲
章
第
二
条
七
項
の
適

用
除
外
例
を
検
討
し
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
国
際
法
に
お
け
る
「
民
主
主
義
へ
の
権
利
」
又
は

「
民
主
的
政
府
へ
の
権
利
」
と
内
政
事
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

同
君
に
よ
れ
ば
、
従
来
は
一
国
内
の
政
治
形
態
は
内
政
事
項
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
が
、
国
連
や
地
域
機
構
が
幾
つ
か
の
国
に
お
け
る
選

挙
監
視
活
動
を
実
施
し
て
い
く
中
で
、
国
際
社
会
は
民
主
主
義
の
促

進
・
擁
護
・
確
立
と
い
う
課
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
安
保
理
決
議
に
基
づ
い
た
ハ
イ
チ
の
事
例
と
米
国
が
単
独
に
実

施
し
た
パ
ナ
マ
と
キ
ュ
ー
バ
の
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、
民
主
主
義
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が
理
想
的
な
政
治
形
態
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利

と
し
て
の
地
位
を
議
論
す
る
に
は
未
だ
時
期
尚
早
で
あ
る
と
結
論
づ

け
て
い
る
。
ま
た
、
国
連
が
憲
章
第
二
条
七
項
の
不
干
渉
原
則
の
適

用
を
排
除
し
て
一
国
の
内
政
に
介
入
で
き
る
の
は
、
憲
章
第
七
章
が

規
定
す
る
「
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
」
に
関
わ
る
状
況

が
存
在
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
が
、
同
君
は
、
国
連
安
保
理
が
極
度

な
人
権
侵
害
を
「
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
」
と
判
断
し

た
点
に
着
目
し
て
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
ク
ル
ド
人
難

民
、
ソ
マ
リ
ア
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
ハ
イ
チ
の
各

事
例
を
取
り
上
げ
、
各
決
議
に
対
す
る
評
価
を
加
え
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ま
で
安
保
理
は
人
権
侵
害
に
関
わ
る
問
題
の
場
合
に
常
に

慎
重
な
立
場
を
採
っ
て
き
た
が
、
冷
戦
の
崩
壊
が
も
た
ら
し
た
新
し

い
国
際
環
境
の
中
て
、
］
九
八
九
年
以
降
、
主
に
人
道
法
に
対
す
る

違
反
に
対
し
て
、
国
連
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
を
除
外
す
る
事
態

を
認
め
る
と
い
う
新
た
な
動
向
を
示
し
出
し
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、

同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
緊
急
事
態
に
対
す
る
安
保
理
決
議
に
お
い
て
、

人
権
と
「
国
際
の
平
和
と
安
全
へ
の
脅
威
」
の
関
係
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
人
道
上
の
必

要
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
他
国
に
発
生
す
る
影
響
が
、
幾
つ
か

の
決
議
の
決
定
的
要
因
と
し
て
作
用
し
て
き
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

4
　
第
三
部
は
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
「
人
道
的
干
渉
」
を
内
政

不
干
渉
の
観
点
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
。
「
人
道
的
干
渉
」
、
「
人

道
的
救
援
権
」
及
び
「
人
道
的
介
入
」
は
ほ
ぽ
同
義
の
概
念
と
し
て

使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
同
君
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
概
念
と
し

て
取
扱
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
人
道
的
干
渉
」
は
人
権
の
著
し
い
抑

圧
が
行
わ
れ
て
い
る
国
に
対
す
る
軍
事
的
干
渉
を
意
味
し
、
「
人
道

的
救
援
権
」
は
、
自
然
又
は
人
為
的
災
害
に
お
い
て
生
命
の
危
険
に

晒
さ
れ
て
い
る
犠
牲
者
に
対
し
て
、
他
国
の
政
府
機
関
、
国
際
組
織
、

非
政
府
団
体
が
公
平
か
つ
中
立
に
食
糧
や
医
療
を
提
供
す
る
権
利
を

指
し
、
ま
た
「
人
道
的
介
入
」
は
、
国
連
安
保
理
が
容
認
し
た
武
力

を
用
い
て
行
わ
れ
る
人
道
的
救
援
活
動
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
、
人
道
的
干
渉
は
国
家
の
権
利
と
し
て
考

え
ら
れ
、
国
際
法
上
合
法
な
も
の
と
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い

た
が
、
人
道
的
干
渉
の
法
的
基
礎
及
び
慣
習
法
と
し
て
の
地
位
は
か

な
り
曖
昧
で
あ
っ
た
。
人
道
的
干
渉
の
国
家
慣
行
を
裏
付
け
る
た
め

に
、
第
］
次
大
戦
前
の
「
人
道
上
の
目
的
」
で
実
施
さ
れ
た
干
渉
の

例
と
し
て
、
英
仏
露
の
ト
ル
コ
に
対
す
る
干
渉
、
ギ
リ
シ
ャ
独
立
戦

争
に
対
す
る
英
仏
露
の
干
渉
、
シ
リ
ア
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
干
渉
、

バ
ル
カ
ン
諸
国
解
放
の
た
め
の
干
渉
、
米
国
に
よ
る
キ
ュ
ー
バ
干
渉

等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
干
渉
の
「
人
道
的
」
な
目
的
は
薄

く
、
政
治
的
な
配
慮
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
同
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君
は
、
多
く
の
学
者
が
最
も
代
表
的
な
か
つ
「
人
道
的
」
目
的
で
行

わ
れ
た
と
解
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
伝
統
的
国
際
法
の
下
の
事
例

と
し
て
シ
リ
ア
干
渉
（
一
八
六
〇
年
）
を
、
ま
た
国
連
枠
外
の
も
の

と
し
て
集
団
的
干
渉
の
コ
ン
ゴ
・
ス
タ
ン
レ
ー
ビ
ル
作
戦
（
一
九
六

四
年
）
と
国
家
（
イ
ン
ド
）
が
単
独
で
行
っ
た
東
パ
キ
ス
タ
ン
（
一

九
七
一
年
）
を
特
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
及
び
事

実
経
緯
と
と
も
に
、
人
道
的
干
渉
と
し
て
の
評
価
を
試
み
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
国
際
法
に
お
い
て
「
人
道
的
干
渉
」
の
正
当
性
が
確
立

さ
れ
る
た
め
の
一
条
件
で
あ
る
国
家
慣
行
の
存
在
と
い
う
条
件
は
一

般
的
に
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
今
日
で
は
、

国
連
憲
章
が
人
道
的
干
渉
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
を
設
け
て
い
な
い

た
め
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
憲
章
第
二
条
四
項
（
武
力
不
行
使
）

ま
た
は
第
二
条
七
項
（
内
政
不
干
渉
、
し
か
し
、
自
衛
権
の
行
使
と

憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
強
制
措
置
を
除
く
）
と
対
立
関
係
に
あ
る
と

見
倣
さ
れ
て
い
る
が
、
国
際
人
権
法
の
発
展
、
又
は
人
権
侵
害
を
野

放
し
に
し
な
い
国
際
世
論
の
意
識
の
向
上
に
伴
っ
て
、
人
道
的
干
渉

の
正
当
性
を
強
調
す
る
者
も
少
な
く
な
い
。
現
在
、
人
道
的
干
渉
の

適
法
性
に
つ
い
て
、
学
説
は
そ
れ
を
否
定
す
る
立
場
と
肯
定
す
る
立

場
に
分
か
れ
て
お
り
、
同
君
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
つ
い
て
論
者

の
見
解
を
紹
介
し
な
が
ら
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

　
他
方
で
、
人
道
的
干
渉
の
概
念
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
と

も
に
、
「
人
道
的
救
援
」
を
法
的
権
利
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
あ
り
、
今
日
で
は
、
人
道
的
救
援
権
を
「
現
代
的
変
遷
を
遂

げ
た
国
際
人
道
法
と
国
際
人
権
法
と
の
合
流
点
」
に
位
置
づ
け
、
さ

ら
に
そ
れ
が
実
定
国
際
法
規
範
に
結
実
す
る
途
上
に
あ
る
と
考
え
る

者
も
い
る
。
一
九
六
七
～
一
九
七
〇
年
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
・
ビ
ア
フ

ラ
内
戦
を
機
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
人
道
的
救
援
権
」

（
践
鵬
算
8
げ
仁
ヨ
き
犀
巽
鼠
⇒
餌
ω
巴
馨
碧
8
）
の
目
的
は
、
「
人
道
」

に
基
づ
く
国
家
に
よ
る
干
渉
権
を
確
立
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
世
界
人
権
宣
言
に
規
定
さ
れ
る
諸
権
利
や
「
生
存
権
」
の
よ
う
な

人
権
に
基
づ
い
て
非
政
府
団
体
や
人
道
的
機
関
が
国
境
を
越
え
て
援

助
を
必
要
と
し
て
い
る
犠
牲
者
を
救
援
す
る
権
利
の
確
保
で
あ
る
。

人
為
的
災
害
又
は
自
然
災
害
の
犠
牲
者
に
対
す
る
救
援
活
動
は
博
愛

主
義
や
道
義
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
主
権
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
国
際
法
秩
序
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
ん
で

い
る
の
か
。
同
君
は
、
人
道
的
救
援
活
動
を
実
施
す
る
た
め
に
は
被

災
国
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
か
、
国
家
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て

人
道
的
救
援
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
人
道
的
救
援

が
内
政
干
渉
に
該
当
す
る
場
合
は
あ
る
の
か
、
な
ど
の
諸
点
に
つ
い

て
分
析
を
加
え
る
と
と
も
に
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
北
イ
ラ
ク
、
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
コ
ビ
ナ
、
ソ
マ
リ
ア
で
実
現
し
た
「
人
道
的
緊
急
回

廊
」
（
犠
牲
者
の
も
と
へ
到
達
す
る
ま
で
の
人
道
的
救
援
の
通
過
経
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路
）
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
時
間
・
空
間
・
目
的
・
実
践
・
倫
理

の
各
側
面
に
お
け
る
制
限
を
伴
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

5
　
本
論
文
を
通
じ
て
、
同
君
が
、
「
内
政
不
干
渉
の
原
則
」
と

「
人
道
的
干
渉
」
を
「
人
道
上
の
考
慮
」
と
い
う
視
点
か
ら
取
り
扱

う
理
由
は
、
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
高
度
な
軍
事
的
技
術

の
破
壊
力
が
も
た
ら
す
脅
威
に
対
応
し
て
行
く
た
め
の
努
力
、
国
際

平
和
と
安
全
の
要
求
、
経
済
的
依
存
性
、
テ
ロ
活
動
の
台
頭
等
が
人

権
配
慮
へ
の
促
進
力
と
し
て
働
い
て
き
た
た
め
、
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た

「
人
道
上
の
考
慮
」
が
国
際
法
に
「
蘇
生
」
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う

観
点
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
概
観
し
た
同
君
の
本
論

文
に
お
け
る
分
析
は
、
「
人
道
的
干
渉
」
の
濫
用
の
危
険
性
や
武
力

行
使
を
伴
う
そ
の
手
段
に
問
題
が
あ
る
点
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実

定
国
際
法
と
し
て
の
評
価
を
行
う
上
で
は
極
め
て
慎
重
で
あ
る
。
本

論
文
の
結
論
部
分
に
お
い
て
は
、
理
論
上
は
「
人
道
上
の
考
慮
」
と

い
う
価
値
の
存
在
、
「
不
干
渉
の
原
則
」
の
遵
守
、
「
人
道
的
干
渉
」

の
必
要
性
を
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
国
家
間
関
係
の
現
実
か
ら
、

な
お
そ
れ
ら
の
法
的
性
質
よ
り
も
外
交
政
策
上
の
問
題
に
帰
す
る
面

が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
今
の
国
際
法
シ
ス

テ
ム
の
実
状
を
み
れ
ば
、
不
正
確
で
あ
る
現
在
の
モ
ラ
ル
的
基
準
を

拘
束
力
の
あ
る
法
的
基
準
と
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
実
施
し
う
る
権
威

と
そ
の
支
え
と
な
る
機
構
が
存
在
す
る
国
際
法
秩
序
の
構
築
に
、
す

べ
て
の
努
力
は
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
が
採
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

6
　
本
論
文
の
テ
ー
マ
と
す
る
国
際
法
に
お
け
る
「
人
道
上
の
考

慮
」
に
関
す
る
研
究
は
、
国
際
法
の
発
展
過
程
に
対
す
る
深
い
洞
察

を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
「
人
道
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
据
え
る

限
り
に
お
い
て
、
国
際
法
の
本
質
に
鋭
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
本

論
文
は
、
国
際
法
思
想
史
に
対
す
る
造
詣
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
・
文

化
・
自
然
法
・
法
実
証
主
義
あ
る
い
は
人
権
に
関
す
る
各
種
の
理
論

的
枠
組
な
ど
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
理
解
を
も
つ
小
野
里
君

で
あ
る
が
故
の
研
究
成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
「
法
」

を
社
会
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
「
事
実
」
の
側
面
、
行
為
・
行
動
を

規
律
す
る
「
規
範
」
の
側
面
、
そ
し
て
正
義
を
含
む
「
価
値
」
と
し

て
の
側
面
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
総
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
同

君
の
立
場
が
滲
み
出
て
い
る
。
抜
群
の
語
学
力
を
駆
使
し
て
、
内
外

の
膨
大
な
文
献
・
資
料
、
と
り
わ
け
ブ
ラ
ジ
ル
を
は
じ
め
米
国
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
と
ハ
ー
グ
平
和
宮

（
国
際
司
法
裁
判
所
）
図
書
館
で
自
ら
収
集
し
た
も
の
を
丹
念
に
読

み
漁
っ
て
い
る
こ
と
も
特
記
し
て
お
き
た
い
。

　
し
か
し
、
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
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現
在
に
至
る
ま
で
国
際
裁
判
所
で
は
、
「
人
道
上
の
考
慮
」
に
つ
い

て
文
明
国
が
承
認
し
て
い
る
原
則
で
あ
る
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、

本
論
文
で
は
、
「
人
道
上
の
考
慮
」
の
準
則
性
又
は
法
源
と
し
て
の

役
割
に
つ
い
て
は
十
分
に
議
論
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
に
お
け
る
個
人
の
苦
悩
の
緩
和
に

対
す
る
努
力
は
「
人
道
的
干
渉
」
と
し
て
て
は
な
く
、
対
象
国
の
同

意
の
原
則
、
公
平
と
無
差
別
の
原
則
の
下
で
実
施
さ
れ
る
「
人
道
的

救
援
」
の
枠
で
行
わ
れ
た
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
す
る
以
上
、
非
政
府

団
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
人
道
的
救
援
」
の
概
念
の
発
展
及
び
国

際
法
上
の
位
置
づ
け
等
に
つ
い
て
継
続
的
検
討
の
必
要
が
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
同
君
の
資
質
と
能
力
は
、
こ
れ
ら

の
課
題
に
つ
い
て
も
必
ず
研
究
成
果
を
重
ね
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
す

る
。　

以
上
に
よ
り
、
審
査
員
一
同
は
、
サ
ン
ド
ラ
光
江
小
野
里
君
の
学

位
請
求
論
文
が
博
士
（
法
学
）
に
値
す
る
も
の
と
判
断
す
る
。
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